
資料 ２【大阪府】 

大阪府における補助金を活用した学校評価制度等（専修学校の質向上）の推進について 

 

 

１ 補助制度の概要 

専修学校高等課程経常費補助金の配分基準に、財務情報の公開や学校評価の実施等の学校のガバナンスに関する要素を加え、

学校評価制度等の推進を図っている。 

 

２ 経過（補助制度の変遷） ＊◆：大阪府 ◇：国 

 ◆昭和 61 年度：専修学校高等課程経常費補助金の制度創設 

 ◆平成 14 年度：補助単価を高校と同一単価に設定 

⇒専修学校高等課程は、高校と同様に後期中等教育の一翼を担う教育機関であることを踏まえ、高校との 

助成格差を是正し、同一の競争条件・保護者負担の平等を図る。 

◇平成 19 年度：学校教育法及び同法施行規則の改正 

⇒自己評価・学校関係者評価の公表等 

 ◇平成 22 年度：中教審答申（キャリア教育・職業教育の在り方について） 

         ⇒専修学校高等課程が高校と並び後期中等教育機関としての役割を果たしていくうえで、積極的な情報 

提供が重要。 

◆平成 22 年度：補助金の配分基準に、「財務情報の公開」や「学校評価の実施」などのガバナンスに関する要素を追加 

 

３ 補助金の配分基準(ガバナンス関係)の内容 

 

 

 

 

☆学校のガバナンスの向上（学校運営の透明性の確保、適正な学校運営 など） 

  ■補助金配分基準の指標 

    ◇財務関係資料の公表       ⇒ 計算資料、財産目録・事業報告、監事による監査報告書 

    ◇学校評価等の実施及び公表   ⇒ 自己評価、学校関係者評価の結果報告書 



大阪府私立専修学校高等課程経常費補助金交付要綱

（趣旨）

第1条　府は、大阪府内に所在する私立専修学校の高等課程（以下「高等課程」とい

　う。）の教育条件の維持向上及び高等課程に在学する生徒に係る修学上の経済的負

　担の軽減を図るとともに、高等課程の経営の健全性を高め、もって高等課程の健全

　な発達に資するため、予算の定めるところにより、高等課程を設置する学校法人（私

　立学校法第64条第4項の法人を含む。以下「学校法人」という。）に対し、大阪

　府私立専修学校高等課程経常費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

　とし、その交付については、大阪府補助金交付規則（昭和45年大阪府規則第85

　号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助金の交付対象とする学校法人等）

第2条　補助金の交付対象とする学校法人又はその設置する高等課程は、次の各号の

　すべてに該当するものとする。

　（1）学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号。以下「会計基準」という。）

　　　に準拠した会計処理を行っていること

　（2）生徒に対する教育活動に一定以上の経費を支出していること

　（3）国又は他の経常的補助制度の交付対象となっていないこと

　（4）当該年度の5月1日に在学する生徒の数が一定以上であること

（補助の対象）

第3条　補助金の交付の対象となる経費は、交付年度における高等課程に係る経費の

　うち、次に掲げる経費とする。

　ただし、他の補助金に係る経費は除く。

　（1）人件費（役員報酬は除く。）

　（2）教育研究経費

　（3）管理経費

　（4）借入金等利息

（補助金の額）

第4条　補助金の額は定額とし、毎年度別に定める基準により算出した額以内とする。

（補助金の交付の申請）

第5条　規則第4条第1項の申請にあたっては、次に掲げる書類を毎年度知事が指定

　する日までに、知事に提出しなければならない。

　（1）補助金交付申請書（様式第1号）

　（2）要件確認申立書（様式第1号の2）

　（3）暴力団等審査情報（様式第1号の3）

　（4）予算書（様式第1号の4）

　（5）その他知事が必要と認める書類

（補助の交付の条件等）

第6条　規則第6条第1項第1号の規定による軽微な変更は、補助金の交付の目的の

　達成に影響を及ぼさない変更とする。



2　規則第6条第1項第2号の規定による軽微な変更は、補助金の額に影響を及ぼさ

　ない変更とする。

3　規則第6条第1項第1号又は第2号の規定による知事の承認を受けようとする

　ときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書（様式第2号）を知事に提出しなけれ

　ばならない。

4　前項の補助事業変更承認申請書には補正後の予算書（様式第2号の2）を添付し

　なければならない。

5　規則第6条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

　（1）補助金は、第3条に規定する経費に充当しなければならない。

　（2）会計基準に準拠した貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類

　　　（以下「計算書類」という。）を作成し、翌年度の収支予算書とともに、毎年

　　度別に指定する日までに知事に提出しなければならない。

　（3）計算書類には、知事の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査

　　　報告書を添付しなければならない。ただし、補助金の額が寡少であって、知事

　　　の許可をうけたときはこのかぎりでない。

　（4）会計基準に基づく帳簿のほか補助事業に関するすべての関係書類を、補助事

　　業の完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなけ

　　ればならない。
　（5）補助事業の執行状況に関しての調査又は報告を求められたときは、これに従

　　　わなければならない。

（補助申請の取下げ）

第7条　補助金の交付の申請をした学校法人は、規則第7条の規定による通知を受け

　取った日から起算して10日以内に限り当該申請を取り下げることができる。

2　前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は

　なかったものとみなす。

（補助金の不交付等）

第8条　知事は、学校法人又は、その設置する私立専修学校が次の各号のいずれかに

　該当する場合には、その状況に応じ、補助金を不交付又は減額して交付することが

　できる。

　（1）法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反したもの。

　（2）日本私立学校振興・共済事業団若しくは財団法人大阪府育英会からの借入金

　　の償還（利息・延滞金の支払いを含む。）又は公租・公課（日本私立学校振興・

　　共済事業団の掛金を含む。）の納付を一年以上怠っているもの。

　（3）破産宣告を受け、若しくは負債総額が資産総額を上回り又は銀行取引停止処

　　　分を受ける等、財政事情が極度に窮迫しており、かつ、その再建の見通しがた

　　　たないもの。

　（4）経理その他の事務処理が著しく適正を欠いているもの。

　（5）私立専修学校の設置運営上著しく適正を欠く収入若しくは支出又は財産の運

　　　用があるもの。

　（6）役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間などにおいて、訴訟その他の紛

　　　争があり、適正な私立専修学校運営を期しがたいもの。

　（7）高等課程の教育条件が極めて低く、かつ、その是正に応ずる努力が認められ

　　　ないもの。

　（8）前各号に掲げるもののほか、教育条件又は管理運営が著しく適正を欠いてい



るもの。

（補助金の交付）

第9条　知事は、補助事業の円滑な遂行及び効果の増進を図るため、規則第5条の規

　定による補助金交付決定額を概算払により交付するものとする。

2　前項の規定により補助金の交付を受けようとする学校法人は、規則第7条の規定

　による補助金交付決定通知を受け取った日以降、速やかに補助金（概算払）交付請

　求書（様式第3号）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）

第10条　規則第12条の規定による報告は、補助金実績報告書（様式第4号）によ

　り補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに知事に提出することに

　より行わなければならない。ただし、補助事業を廃止した場合は廃止した日から起

　算して30日を経過した日とする。

2　前項の補助金実績報告書には決算書（様式第4号の2）を添付しなければならな

　い。

（補助金の交付を受けた学校法人等の責務）

第11条　補助金の交付を受けた学校法人は、自主的にその財務基盤の強化を図り、

　その設置する高等課程に在学する生徒に係る修学上の経済的負担の適正化を図る

　とともに、当該高等課程の教育水準の向上に努めなければならない。

（細則の制定）

第12条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定

　める。

　　付　則

　この要綱は、昭和62年2月23日から施行し、昭和61年度の事業から適用す
る。

　　付　則

　この要綱は、平成元年3月3日から施行し、平成元年1月8日から適用する。た

だし、昭和64年1月7日以前の行為に係る元号の変更については、平成元年度事

業から適用するものとする。

　付　則

この要綱は、平成19年6月8日から施行し、平成19年度の事業から適用する。

　付　則

この要綱は、平成23年6月6日から施行し、平成23年度の事業から適用する。



平成23年度大阪府私立専修学校高等課程経常費補助金

　　交付対象学校法人等に関する基準及び配分基準

1．交付対象学校法人等に関する基準（交付要綱第2条関係）

学校法人会計基準に準拠した　0寄附行為において学校法人会計基準によるものと明記してい

会計処理を行っていること　　　ること。

生徒に対する教育活動に一定

以上の経費を支出しているこ
と

国又は他の経常的補助制度の

交付対象となっていないこと

0学校法人会計基準に準拠した計算書類（貸借対照表、収支計

　算書その他の財務計算に関する書類）及び収支予算書を備え

　ていること。　（交付要綱第6条第5項を準用）

　※原則、計算書類には知事の指定する事項に関する公認会計

　　士又は監査法人の監査報告書が添付されていること。

0原則、教育還元率が7096以上の学校とする。

教育還元率（％）ニ

（人件費支出＋教育研究i費支出＋管理経費支出＋借入金等利息

　支出＋教育研究用機器備品関係支出＋図書支出）÷

（学生生徒等納付金収入＋手数料収入＋寄附金収入＋補助金収入

　＋資産運用収入＋事業収入＋雑収入）

【教育還元率算出に係る留意事項】

・各数伺ま平成22年度計算書類の資金収支決算書（ただし、当該

　高等課程に係る数値）に基づく。

管理経費支出に学生生徒等納付金収入額の10％を超える「広報

　費支出」が含まれる場合、当該超過額遊控除して算出する。

・補助金収入に「国庫補助金収入」及び「設備費補助金収入」が含

　まれる場合、当該額を控除して算出する。

人件費支出には「役員報酬支出」及び「退職金支出」が含まれる

　場合、当該額を控除して算出する。

※新設校など学校の収支決算が存在しない場合や、収支決算上、教

育に係る収支状況の判断が困難な場合は補助対象外とする。

0補助金の目的、対象、使途などに応じて個別判断とする。

当該年度の5月1日に在学する　○平成23年5月1日現在、高等課程（昼間部のみ）の生徒数

生徒の数が一定以上であること　　が40人以上の学校とする。



2．配分基準（交付要綱第4条関係）

項　　目 計算式等設定内訳 特　記　事　項

0補助対象経費の1／2（千円未満

切捨）を上限とする。

0補助対象経費二

① 補助金額
＝総配分額　×　補助基準値÷　学校ごとの

補助基準値の合計値＋調整額、

人件費支出＋教育研究経費支出

＋管理経費支出十借入金等利息

支出

※千円未満は切り捨て。

※各金劇ま当該高等課程に係る平成23

年度決算数値（交付決定の際は予算数

値）1陛つく。

② 総配分額 二学校ごとに算定した配分基本額の合計 O予算額を上限とする。

③ 配分基本額、 ＝補助単価　×　定員内実員数

④ 補助基準値 ＝　定員内実員数　×　配分基準係数

0役員報酬等二
＝　1，600万円　×　（A）　一　（B） 大阪府知事所轄の準学校法人の役

員に対する報酬等
⑤ 調整額、 （A）役員報酬等が1，600万円を超える者の数 ※教職員等として、支給された年間給

（B）役員報酬等が1，600万円を超える者の 与費等がある場合はそれも含む。

役員報酬等の合計額 ※平成22年収入に基づく。

（源泉徴収票等で確認）

＝（納付金等収入係数十教研費支出係数
⑥ 配分基準係数 ＋専任教員配置係数＋教育還元係数）

×　ガナバンス向上取組係数



⑦

⑧

⑨

納付金等収入係数

教研費支出係数

専任教員配置係数

＝　40　×　下表ポイント

生徒一人あたり納付金等収入 ポイント

40万円以上　45万円未満 1．15

45万以上　50万円未満 1．10

50万円以上　55万円未満 1．05

55万円以上　60万円未満 1．00

60万円以上　65万円未満 0．95

65万円以上　70万円未満 0．90

70万円以上 0．85

＝　30　×　下表ポイント

教研費の支出割合 ポイント

5％以上　10％未満 0．85

10％以上　15％未満 0．90

15％以上　20％未満 0．95

20％以上　25％未満 1．00

25％以上　30％未満 1．05

30％以上　35％未満 1．10

35％以上 1．15

＝　20　×　下表ポイント

教員一人あたり生徒数 ポイント

9人未満 1．15

9人以上　12人未満 1．10

12人以上　15人未満 1．05

15人以上　18煉満 1．00

18人以上　21人未満 0．95

21人以上　24人未満 0．90

24人以上 0．85

0生徒一人あたり納付金等収入＝

　納付金等収入÷前年度の実員数

　（万円未満は四捨五入）

　

業

※各金額は平成22年度計算書類の資金

　収支決算書（但し当該高等課程に係る

　数値〉に基づく。

※前年度の定員内実員数は平成22年5

　月1日時点のもの。

0教研費の支出割合（％）＝

　教育研究経費支出÷納付金等収入

　（小数点第2位未満は四捨五入）

0納付金等収入二

　学生生徒等納付金収入＋生徒授業

　料軽減等補助金収入

※各金鶴ま平成22年度計算書類の資金

　収支決算書（但し当該高等課程に係る

　数値）に基づく。

0教員一人あたり生徒数＝

　実員数÷専任教員実員数

　（小数点第2位未満は四捨五入）

O定員内実員数二

　基準定員数を上限として学科ごと

　に算定した実員数の合計数

0基準定員数＝

　1クラス40名を上限として学科ごと

　に算定した定員数の合計数

※各人数は平成23年5月1日時点のも

の。



⑩

⑪

教育還元係数

ガバナンス向上取

組係数

ニ　10　×　下表ポイント

教育還元率 ポイント

70％以上　　75％未満 0．85

7596以上　　8096未満 0．90

8096以上　　8596未満 0．95

8596以上　　　goo煉茜 1．00

90％以上　　95％未満 1．05

95％以＿ヒ　　1000煉茜 1．10

100％以上 1．15

＝　1　×　下表ポイントの合計

蝋
ポイント

財
産
　
・

　
付
書
類

計

算

書

類

資金収支計算書

資金収支内訳表

貸借対照表

消費収支計算書

消費収支内訳表
0．60

財産目録

事業報告書

監事による監査報告書

学
校
評
価

自己評価の結果の報告書 0．30

学校関係者評価の結果の

報告書
0．10

0教育還元率（％）二

前記1．のとおり

　（小数点第2位未満は四捨五入）

0公表資料ごとの公表基準等につい

　ては別表のとおり。

O財産目録等備付書類は平成22年

度決算に係るもの。



魔
平成成23年度大阪府私立専修学校高等課程経常費補助金配分基準における情報開示の取り扱い（公表資料及び公表基準等）

公表基準等
公表資料名

公表の範囲 公開時期 公開方法 公開期間 その他留意事項

資金収支計算書計
算
書
類

消費収支計算書 大科目（中科目以下は省略可）
原則、毎年

9月末日ま

でに公開す

ること。

公表の範囲であっても、設置

者の競争上の地位その他正

当な利益を害するものと客
　　　　　　　　　　　Mn｝観的に認められる情報につ

財
産
目
録
等
備
付
書
類

貸借対照表

原則、公開

した日から

1年間、公

開するこ
と。資金収支内訳表

噌v冒M「

消費収支内訳表

大科目（中科目以下は省略可）

当該高等課程部門又は当該高等課程を含

む専修学校部門

財産目録 ・ 大科目（中科目以下は省略可）

当該校のホー

ムページ又は

設置者のホー

ムページにお

いて公開する

こと。

一度公開した

内容を変更す

る場合は、変

更日時、主た

る変更内容、

変更理由を記

載すること。

事業報告書 法人の概要、事業の概要及び財務の概要

監事による監査報告書 監事の印影以外

いては公表しないことがで
きる。

また、公表する情報の中に個

人の思想、宗教、身体的特徴、

健康状態、家族構成、職業、

学歴、出身、住所、所属団体、

財産、所得等に関する情報で

あって、特定の個人が識別さ

れ得るもののうち、一般に他

人に知られたくないと望む

ことが正当であると認めら

れるものが含まれていない

か十分確認の上、公表するこ
と。

学
校
評
価

自己評価の結果の報告書

次の項目が含まれていること。

重点的に取り組むことが必要な目標

その達成状況及び取組状況

今後の改善方策

学校関係者評価の結果の

報告書

次の項目を踏まえた評価であること。

自己評価の結果を評価している

評価委員会等の体制が整備されている

主体的、能動的な言剰面活動を行っている

原則、毎年
10月末日ま

でに公開す

ること。


